
省エネ診断業務の流れ

①省エネ診断事業実施
提案依頼（様式第５号）

②提案書提出
（様式第６号）

省エネ診断事業者 県

③業者選定、契約締結④診断業務実施
★ 契約締結後は、受診事業者と直接
連絡を取って診断を進めてください。
契約書等で規定する場合以外は、基
本的に県への連絡は必要ありません。

⑤診断結果報告書作成

⑥診断結果報告書の
確認依頼（様式第９号） ⑦報告書の確認

（報告書の修正指示）

（⑧報告書の修正）

（再提出）

確認終了の通知
⑨報告書の納品

業務完了報告書（契約書

様式）の提出
（履行期限までに） ⑩完 了 検 査

検査合格の通知
⑪請求書の提出

⑫支払い

⑬受診事業者に報告書送付⑬’ 受診事業者への訪問説明
（必要に応じて県も同席）

⑭受診事業者からの
問い合わせ対応（一定期間）

説明実施の連絡


